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事業名 三春町木造住宅耐震診断者派遣事業 
  

概 要 

旧耐震基準（昭和 56 年 5月 31 日以前に工事着手）により建設

された木造住宅の耐震診断を希望する場合、町が建築士等を

派遣して、耐震診断及び補強計画を作成します。 

補助金額等 個人負担 8,000 円 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/mokuzotaishin_1_1.html 

 
 

 
 

事業名 三春町木造住宅耐震改修促進事業 
  

概 要 
現行の耐震基準を満たさない木造住宅の耐震性能を向上させ

る「耐震改修」及び「現地建替」費用の一部を補助します。 

補助金額等 一般改修の場合 工事費の 4/5 かつ最大 1,150,000 円ほか 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/mokuzotaishin_1_1.html 

 
 
 
 

事業名 三春町定住促進住宅取得奨励金 
  

概 要 
町内外にお住まいの方で、町内の建築業者を利用し、自己所

有の住宅を新築した方に奨励金を交付します。 

補助金額等 最大 400,000 円 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/jyutakusyutoku.html 
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事業名 みはるぐらし空き家改修等支援事業 
  

概 要 
住居として利用するために空き家を改修した場合や住宅建築

のために空き家を除去した場合に補助金を交付します。 

補助金額等 改修工事の場合 対象経費の２分の１の額以内（上限 1,500,000 円）ほか 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/akiyajigyou.html 

 
 
 

 

事業名 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 

 

概 要 

県内の住居等の太陽光発電設備に新たに蓄電設備又は電気自

動車充給電設備を併設する場合の費用、県内の住居等に新た

に太陽光発電設備を設置する場合の費用について補助金を交

付します。 

補助金額等 太陽光発電システムの場合 4 万円/kW（上限 160,000円）ほか 

問い合わせ窓口 一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター Tel：024-526-0070 

ＵＲＬ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r7.html 

 
 
 
 

事業名 福島県多世代同居・近居推進事業 

 

概 要 
親世帯と子ども世帯が新たに同居・近居するための住宅取得

に対して補助金を交付します。 

補助金額等 対象経費の２分の１以内の額（最大 400,000 円） 

問い合わせ窓口 一般社団法人福島県建設業協会本部 Tel：024-521-0244 

ＵＲＬ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/tasedaidoukyokinnkyo.html 
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事業名 空き家利活用事業 

  
概 要 

町内の空き家所有者から 10 年間物件を借り受け（有償）、改

修工事を実施したうえで、主に町内に移住を希望する方に建

物を貸出します。 

対象者 
町外から移住を希望する子育て世帯や若者世帯（条件あり） 

町外からの移住を希望する方で、三春町で就農や創業を希望する方 

補助金額等 改修費：上限 3,000,000円 

問い合わせ窓口 三春町役場 まちづくり推進課 地域創生グループ Tel：0247-62-1122 

 
 
 

 

事業名 三春町賃貸住宅建設促進事業奨励金 

 

概 要 
町内に自己所有の土地をお持ちの方で、賃貸住宅を建設する

方に奨励金を交付します。 

補助金額等 

【間取に応じた奨励金】 

１戸当たり居間が３部屋以上（２ＬＤＫ等）の場合 300,000 円/戸×戸数ほか 

【固定資産税相当額の奨励金】 

上記補助を受けた賃貸住宅に対する固定資産税相当額を最初の課税年度から 10

年間、奨励金として交付 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/tintai.html 
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事業名 三春町結婚新生活支援事業 

 

概 要 

「結婚新生活支援補助金」として、町内で結婚生活を始める

新婚世帯に対し、住居費（購入・賃貸）や引越し、リフォー

ム費用の一部を助成します。 

補助金額等 

住居費及び引越費用、リフォーム費用を合わせた額 

（夫婦ともに 29 歳以下の世帯 上限 600,000 円） 

（夫婦ともに 30 歳から 39 歳までの世帯 上限 300,000 円） 

問い合わせ窓口 三春町役場 まちづくり推進課 地域創生グループ Tel：0247-62-1122 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/27/kekkon-josei.html 

 
 
 
 

事業名 三春町生活道路整備事業 

 

概 要 
地区住民が自ら生活道路の整備をするときは、一定条件を満

たすことにより、費用の一部を助成します。 

補助金額等 資材費・機械借上げ料あわせて 1,000,000 円以内 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 道路グループ Tel：0247-62-2115 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/07-0202douro-iji.html 

 
 
 

 

事業名 居宅介護（介護予防）住宅改修費支給事業 

 

概 要 
要介護（支援）認定者を対象に、住宅改修費用の一部支給を

行います。 

補助金額等 限度額 工事費 200,000 円（うち１～３割自己負担） 

問い合わせ窓口 三春町役場 保健福祉課 介護保険グループ Tel：0247-62-3166 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/6/kaigoriyou.html 

 
 

 

  

その他の施策 

町 民 移住者 

町 民 

町 民 



 86 

 
  

 
 

事業名 日常生活用具給付事業（居宅生活動作補助用具） 

 
概 要 

移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うも

のへ費用の一部支給を行います。 

補助金額等 
限度額 対象工事費の 200,000 円（うち１割自己負担、非課税世帯は自己負担

無し） 

問い合わせ窓口 三春町役場 保健福祉課 福祉グループ Tel：0247-62-3166 

 
  

 
 

事業名 福島県高齢者コミュニティづくり活性化支援事業 

 

概 要 

高齢者を対象に定期的に健康サロン等を実施している事業団

体において、高齢者によるコミュニティづくりを活性化する

ような健康づくり、介護予防、生きがいづくり活動を新たに

実施する取組を支援します。 

補助金額等 
支援の対象となる事業の必要経費（報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入

費、その他の経費） 限度額 100,000 円 

問い合わせ窓口 福島県健康づくり推進課 健康長寿・地域包括ケア担当 Tel：024-521-7165 

ＵＲＬ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045a/koureisya-community.html 

 
  

 
 

事業名 三春町賑わい創出事業（空き店舗対策事業） 

 

概 要 

町内の空き店舗や空き家を、店舗またはその他商店街の魅力

向上に寄与する施設として活用するために、店舗入居者を支

援する事業を実施する事業実施団体及び新規創業者に対して

補助を行います。 

補助金額等 

【中心市街地の場合】 

空き店舗の改修費補助 ２分の１以内（限度額 2,000,000 円/１店舗） 

小売店舗の家賃補助 新規創業者 12 分の 10 以内（限度額 年 3,000,000 円） 

地域団体等の家賃補助 ３分の２以内（限度額 150,000 円/１店舗）ほか 

※中心市街地以外の場合は産業課にお問い合わせ下さい。 

問い合わせ窓口 三春町役場 産業課 商工観光グループ Tel：0247-62-3960 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/7/akitenpo.html 
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事業名 三春町景観整備費等補助金 

 
概 要 

特別地区において、景観整備等に寄与する行為と認められた

場合、「美しいまちをつくる三春町景観条例」に基づき、良

好な景観の形成や歴的建造物の保存・修繕を行う方に対し、

その費用の一部を補助します。 

補助金額等 経費の 10 分の３位内（限度額 1,000,000 円） 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

 
  

 
 

事業名 三春町緑化推進補助金 

 
概 要 

住宅市街地における緑化を推進するため、良好な住環境及び

町なみ景観の形成に資する緑化事業（幅員４ｍ以上の道路に

沿って４戸以上で緑化協定が締結された場合）について、そ

の費用の一部を補助します。 

補助金額等 

生垣等：2,000 円/ｍ 

街路樹：7,000 円/本 

（限度額 合計 50,000 円） 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

 
 
 
 

事業名 三春町建築賞 

 
概 要 

三春の町なみと調和した優れたデザインの建築物や良好な環

境を作る工作物等を表彰することにより、町民の景観に対す

る関心と町の建築文化を高め、美しいまちをつくる三春町景

観条例の目指している美しい住みよいまちづくりに寄与する

ことを目的に、２年に１回実施しています。 

各 賞 最優秀賞、特別部門賞、奨励賞 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 
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